
 
- 1 - 

平成２２年度 第４回 北松中央病院評価委員会 議事要旨 

 

１ 日  時 ： 平成２２年１０月２８日（木） １３：３０～１６：３０ 

２ 場  所 ： 佐世保市中央保健福祉センター ６階研修室１ 

３ 出席委員 ： 池田委員長、江口委員、金子委員、久保委員、調委員、藤村委員、宮地委員、諸藤委員、 

        吉永委員（押渕委員は欠席） 

４ 事務局等 ： 千知波保健福祉部長、竹本保健所長、岩田次長、酒井課長補佐、中尾係長ほか 

        東山理事長、山﨑事務部長、松元看護部長、前田看護副部長、富本主任 

５ 議 題 等 ： （１）第３期中期目標（案）について 

            （第２期中期目標の期間終了時の検討についてを含む） 

６ 議事概要 

◆開  会 

 千知波保健福祉部長から挨拶。 

 

◆議 題 

（１）第３期中期目標（案）について 

  ①第２期中期目標期間終了時の検討について 

 第３期中期目標を策定するにあたり、市が第２期中期目標期間中の病院の現状分析や今後の方針など

を取りまとめた「北松中央病院中期ビジョン」について事務局から説明。 

 このビジョンを地方独立行政法人法第３１条第１項に規定する市（設置者）による検討として、評価

委員会からの意見を求めた。 

 

【委員の意見】 

 委員の意見はなかったため、第２期中期目標期間の終了時の検討については、「意見なし」とすること

を、委員長が確認。 

 

  ②第３期中期目標（案）について 

   第３期中期目標案について、資料１，２，３により事務局から説明。 

 

【委員の意見】 

  ○ 「大項目第２ １ 地域で担うべき医療の提供 (３)救急医療」について、今年度から外科医師が減

少したため、夜間・休日の外科救急がなくなった。地元住民は、その再開を望む声が多いころから、

再開に向け努力していただきたい。 

  （病院回答）⇒ 当院も再開させたいと考えているが医師が確保できない状況である。そのため修学資

金制度を開始するなどの対応を行っているところである。外科部門の充実は、次期目標期間中は難し

いが、５～１０年の間で図っていきたいと考えている。 

○ 「大項目第２ １ 地域で担うべき医療の提供 (４)生活習慣病（予防）への対応」における特定健

康診査の実施について、平成２１年度業務実績において医師不足等の理由により実施困難であるとの

説明だったが、次期目標に掲げて中期計画、年度計画で達成ができるのか。 
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  （事務局回答）⇒ 病院の実情も勘案し、努力目標としている。特定健診の実施に向けた医師確保対策な

どの取り組みに対して評価していきたいと考えている。 

  ○ 院内環境について、以前評価委員会で施設見学を行った際に、院内で火災が発生した場合の避難経

路などがわかりにくいと感じたが、このような対応はどのように行うのか。 

  （事務局回答）⇒ 「大項目第２ ３ 患者サービスの向上 (２)院内環境の快適性向上」という項目が

あり、いただいたご意見を踏まえ必要があると病院で判断された場合には、この項目に関連して中期

計画を策定していくことになる。 

  ○ 多剤耐性菌による感染症など、病院間での情報共有に関する項目を追加する必要はないか。 

  （事務局回答）⇒ 「大項目第２ ３ 患者サービスの向上 (５)医療安全対策の実施」の項目が、指摘

に対応するものと考えている。この項目から可能な範囲で病院に対応していただきたい。 

  ○ 「大項目第3 １ 効率的な運営管理体制の確立 (4)医療人材の育成」において、看護実習の実施に

ついての記述があるが、地域における看護師不足解消のため、目標に掲げているとおり、ぜひ実施し

ていただきたい。 

  （病院回答）⇒ １０名までは対応可能であるが、当院もスタッフ不足であり、それ以上の学生受入れ

を要請されるのであれば、医師会等から教官を派遣していただきたいと考えている。 

  ○ 「大項目第４ 財務内容の改善に関する事項」において、『目標期間中に経常収支比率を１００％以

上とする。』との記載があるが、経常収支比率とは、経常損益・資金収支どのような収支ベースを意味

するのか。 

  （事務局回答）⇒ 現在記載している経常収支比率は経常損益ベースである。資金収支の均衡に関して

明記されていないため、目標案を修正する。 

  ○ 「大項目第５ その他業務運営に関する重要事項中の(2)法令・社会法規の遵守及び情報公開」にお

いて、情報公開に関する記述がないようである。重要な項目であると考えているので記載をお願いし

たい。 

  （事務局回答）⇒ 単純な記載漏れであるため、目標案を追加修正する。 

 

 （中期目標案の修正） 

   休憩時間を利用して、事務局が中期目標の修正案を作成。 

 

 （委員長とりまとめ） 

   修正案を再度諮り意見なしであったため、修正案をもって評価委員会の意見とすることを確認。 

 

７ その他 

 次回の評価委員会は、第３期中期計画を議題とし、１２月下旬に開催を予定していることを事務局が説明。 

 

                                          以  上 


